
「史跡橘樹官衙遺跡群第２期保存活用計画」（案）、「史跡橘樹官衙遺跡群 

第２期整備基本計画」（案）に関する意見募集について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１  意見の募集期間 

  令和７（２０２５）年１１月２６日（水）から令和７（２０２５）年１２月２５日（木）まで 
  ※郵送の場合は当日消印有効です。 

２ 資料の閲覧場所 

（１）各区役所、支所、出張所（市制資料コーナー） 
（２）かわさき情報プラザ（市役所本庁舎復元棟２階） 
（３）教育文化会館・各市民館、各図書館、各市民館・図書館分館、アリーノ 
（４）川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課（市役所南庁舎４階） 
※川崎市ホームページからも御覧いただけます。 

３ 意見の提出方法 

  御意見、住所、氏名（団体の場合は名称及び代表者の氏名）及び電話番号等を明記の上、次の方法により、

教育委員会事務局生涯学習部文化財課宛てに御意見をお寄せください。 
（１）電子メール（ホームページのフォームメール） 

川崎市ホームページの「意見公募（パブリックコメント）」にアクセスし、専用フォームメールを御利

用ください（https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/000/0000000000.html）。 
（２）郵送・持参 

    〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地  
    川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課 宛 

（３）ファクス 
    ファクス番号 （０４４）２００－３７５６ 
    ※電話や来庁による口頭での御意見は受け付けていませんので、御了承ください。 

４ その他 

（１）意見書の住所、氏名及び電話番号は、意見の内容を確認させていただく場合があるため、記載をお願い

するものです。他の目的には使用せず、適切に管理いたします。 

（２）お寄せいただいた御意見は、個人情報を除き類似の内容を整理又は要約した上で、御意見とそれに対す

る本市の考え方を取りまとめてホームページ等で公表する予定です。 

（３）お寄せいただいた御意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。 

史跡橘樹官衙遺跡群は、平成 27 年３月に本市初の国史跡に指定され、遺跡群の保存・活用・整備を推

進してきました。令和６年５月には第１期整備として全国初の飛鳥時代の倉庫を復元した「橘樹歴史公園」

を高津区千年にオープンし、多くの市民等の憩いの場となっています。 

史跡橘樹官衙遺跡群を将来にわたり保存し、史跡の価値と魅力を広く伝えていくため、史跡の適切な保

存管理、活用、整備、管理運営体制等について個別の基準を定めることが必要です。また、史跡の価値と

魅力を広く伝えていくためには、遺跡群及びその周辺地域がもつ歴史や価値を活かしたまちづくりを図る

ための保存整備に関する基本方針が必要になります。 

史跡橘樹官衙遺跡群を将来にわたり保存し、歴史や価値を活かしたまちづくりを図るために、「史跡橘

樹官衙遺跡群第２期保存活用計画」（素案）、「史跡橘樹官衙遺跡群第２期整備基本計画」（素案）をまとめ

ましたので、市民の皆様からの御意見を募集いたします。 

（問合せ先）川崎市教育委員会生涯学習部文化財課 

 電話（０４４）２００－３３１５ 

 

資料３

https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/000/0000000000.html

